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はじめに 
 
 2009 年 8 月 21 日、私は自身の故郷である気仙沼市で 20 年以上弁護士として活躍してこ

られた小野寺弁護士に、気仙沼の司法状況についてお話いただく機会をえることができま

した。今回はそのことついて報告したいと思います。 
 
１．弁護士過疎地域とは 
 
地方裁判所の支部が扱っている地域を一つの単位としてみたときに、その地域内に法律

事務所が 3 以下の地域を「第一種弁護士過疎」地域、4～10 の地域を「第二種弁護士過疎」

地域と呼んでいます。 
このうち弁護士登録がない地域と弁護士が一人しか登録していない地域（これらを合わ

せてゼロワン地域）は、現在全国にゼロ地域 1 ヶ所、ワン地域 11 ヶ所となっています（日

弁連弁連公式ＨＰより 2009 年 11 月 1 日現在の状況）。 
気仙沼市は現在でも第一種弁護士過疎地域にあたり、さらなる改善が望まれています。 

 
２．小野寺康男法律事務所の所在地 

 
住所：宮城県気仙沼市神山 5 番地 3 
TEL：0226-24-0678 FAX：0226-24-0388 
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３．小野寺弁護士のプロフィール 
 
 小野寺弁護士は宮城県気仙沼市の出身で、法政大学法学部政治学科卒業後、民間会社を

経て司法試験に合格されました。その後、仙台市の三島法律事務所で勤務弁護士として活

動を開始され、翌年の昭和 62 年 10 月に出身地である気仙沼市に小野寺康男法律事務所を

開設されました。 
 
４．業務状況 

 
 気仙沼市は漁業の町であり、小野寺弁護士には遠洋漁業に関する仕事の依頼が多く寄せ

られています。他には離婚関係が多いそうです。また、海の人は和解に落ち着くことが多

いらしく、気仙沼でも和解率は比較的高いそうです。 
 仕事量としては少ない弁護士で大量の仕事を抱え、さらに利益相反にならないよう気を

つけなければならず非常に忙しい毎日を送られていますが、クライアントはなるべく待た

せないように休みの日でもクライアントの都合に極力合わせるようにしているそうです。

そのような中で平成 19 年にひまわり基金法律事務所が気仙沼に設立されたことにより、利

益相反の改善や仕事の分担が可能となり、良かったとおっしゃっていました。 
 他方、気仙沼市の弁護士業務の変化として、近年一般的な事件の依頼が減り、弁護士過

疎地にもかかわらず弁護士の需要が以前より減ったように感じるそうです。原因として考

えられるものとして市の経済力と人口の低下があるのではないかとおっしゃっていました。 
 

５．地域との関係 
 
 地方で弁護士の方が活動するのを妨げる要因の一つに地域住民との関係の難しさがあり

ます。地方の狭いコミュニティーの中で他の地域の人が住民の信頼を獲得するのは容易で

はありません。その点で小野寺弁護士のように地元出身であるということは大変強みであ

ると言えます。一方で、地元出身ゆえに地方のしがらみがあり、それを嫌い弁護士の方の

中には出身地で弁護士活動を行うことを避けている人もいます。しかし、小野寺弁護士は

「弁護士は自分の社会経験の深いところで働くべきだ」とおっしゃっていました。小野寺

弁護士は、漁業の町で育ったという自分の社会経験から、洋上投票の実現等の地域支援に

も力を注いでこられました。このような弁護士の地域支援は、地域活性化のうえで非常に

重要なことであると考えられます。 
 

６．気仙沼市の今後 
 
 小野寺弁護士は、今後過払い金返還請求の依頼があらかた整理されて減り始めれば、弁

護士は市民の潜在的法的ニーズを新たに開拓しなければならなくなるだろうと予測されて

いました。 
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おわりに 
  
 今回は、自分の出身高校の大先輩である小野寺弁護士にお話を聞くことができ、本当に

嬉しく思います。気仙沼市は弁護士過疎地ですが、仕事の量はそれに反して減っていると

いうことに驚きを感じました。一方で市が以前より衰退していることは地域の人々の話か

らも間違いなく、弁護士を利用する人が減っているのだからその結果も当たり前なのかも

しれません。ただ、小野寺弁護士は大変お忙しいご様子で、気仙沼の法的需要がまだまだ

あることは間違いありません。そうなると、新しい弁護士の定着は気仙沼市にとって大き

な課題だと思います。また、小野寺弁護士はお忙しいなか、地域支援にも熱心に取り組ん

でいらっしゃり、本当に気仙沼市の住民のために尽力されていることに深く感激しました。 
 20 年以上気仙沼市でご活躍されてきた小野寺弁護士のお話は非常に有意義なものでした。

このお話を参考に、今後は各地の弁護士過疎について考えていきたいと思います。 
 最後になりましたが、大変お忙しいなか今回の調査を快く引き受けてくださった小野寺

弁護士をはじめとする小野寺康男法律事務所の皆様、本当にありがとうございました。 
 
参考ウェブサイト： 
日弁連ＨＰ http://www.nichibenren.or.jp/ 
仙台弁護士会ＨＰ http://www.senben.org/ 
小野寺康男法律事務所 http://www.onoderalaw.jp/aisatsu.html 


